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【 請 求 項 １ 】
　 前 面 を 開 放 し た 箱 状 の 本 体 と 、 前 記 本 体 の 前 面 に 開 閉 可 能 に 設 け ら れ た 扉 体 と 、 始 動 操
作 手 段 の 操 作 に 起 因 し て 複 数 種 の 識 別 情 報 を 可 変 表 示 す る と と も に 、 識 別 情 報 の 停 止 態 様
に 関 す る 抽 選 が 行 わ れ 、 少 な く と も 停 止 操 作 手 段 の 操 作 に 起 因 し て 、 前 記 抽 選 の 結 果 を 反
映 さ せ つ つ 可 変 表 示 を 停 止 さ せ る 可 変 表 示 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 扉 体 は 、 前 記 識 別 情 報 を 視 認 可 能 と す る 表 示 パ ネ ル 部 と 、 前 記 表 示 パ ネ ル 部 の 下 端
か ら 前 方 に 向 け て 延 び る と 、 当 該 の 前 端 部 か ら 下 方 に 向 け て 略 鉛 直 に 延 び る
縦 板 部 と 、 前 記 に 設 け ら れ 、 メ ダ ル を 投 入 可 能 な 投 入 口 を 有 す る 投 入 手 段 と
を 備 え 、 メ ダ ル を 遊 技 媒 体 と し て 遊 技 を 行 う 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 投 入 手 段 は 、

　

　
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

【 請 求 項 ２ 】
　

                                                                                

延 出 部 延 出 部
延 出 部 下 方 へ

略 前 後 方 向 に 延 び る 案 内 溝 と 、 前 記 案 内 溝 の 後 端 部 に 立 設 さ れ た 壁 部
と を 備 え 、

前 記 投 入 口 は 、 前 記 案 内 溝 の 前 記 壁 部 と の 境 界 部 に 設 け ら れ る と と も に 、 起 立 さ せ た 状
態 の メ ダ ル を １ 枚 ず つ 投 入 可 能 な 大 き さ に 構 成 さ れ 、

さ ら に 、 前 記 投 入 手 段 に 対 し て 回 転 体 を 設 け 、 前 記 回 転 体 の 回 転 に 基 づ き 、 メ ダ ル に 対
し て 下 方 へ の 応 力 を 付 与 可 能 と し た

前 記 回 転 体 を 回 転 さ せ る 駆 動 手 段 と 、 前 記 投 入 口 の 近 傍 に 設 け ら れ 、 メ ダ ル 又 は 遊 技 者
の 手 の 近 接 又 は 接 触 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 手 段 の 検 知 に 基 づ い て 前 記 駆 動 手 段
を 制 御 す る 駆 動 制 御 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。
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